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○坂出市公共物管理条例施行規則 

平成14年３月26日規則第５号 

改正 

平成16年４月１日規則第５号 

平成23年３月31日規則第４号 

平成30年３月30日規則第14号 

坂出市公共物管理条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は，坂出市公共物管理条例（平成14年坂出市条例第７号。以下「条例」という。）

の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（許可の申請） 

第２条 条例第４条第１項の許可を受けようとする者は，公共物使用許可申請（協議）書（様式第

１号）に次に掲げる書類を添付して，市長に提出しなければならない。 

(１) 計画説明書，位置図，平面図および丈量図 

(２) 工作物を設置する場合にあっては，その構造を明らかにした図書 

(３) 公共物の形状を変更する場合にあっては，横断面図 

(４) 利害関係人の同意書 

(５) 不動産登記法（平成16年法律第123号）第14条に規定する地図等 

(６) その他市長が必要と認める書類 

２ 条例第４条第１項後段の規定により許可を受けた事項を変更しようとする者は，公共物使用許

可申請（協議）書（様式第１号）に前項各号に掲げる書類のうち当該変更に係る書類を添付して，

市長に提出しなければならない。 

（許可の期間） 

第３条 条例第５条に規定する許可の期間は，次の各号に定めるところによる。 

(１) 道路法（昭和27年法律第180号）第36条の規定による事業のための使用 10年以内 

(２) 前号以外の使用 ５年以内 

（更新の申請） 

第４条 条例第４条第１項の許可を受けた者（以下「許可を受けた者」という。）は，当該許可の

期間満了後引き続き当該許可に係る行為をしようとするときは，許可の期間満了日の１月前まで

に，公共物使用許可申請（協議）書（様式第１号）を市長に提出し，許可を受けなければならな
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い。 

（許可書の交付） 

第５条 市長は，第２条の申請に基づき公共物の使用を許可したときは，許可を受けた者に公共物

使用許可（同意）書（様式第２号）を交付する。 

（許可事項の表示） 

第６条 許可を受けた者は，許可の期間中，当該許可に係る場所または工作物に許可を受けたこと

を表示する標札（様式第３号）を掲示しなければならない。ただし，市長において特別の理由が

あると認めるときは，この限りでない。 

（工事の着手等の届出） 

第７条 許可を受けた者は，当該許可に係る工事に着手し，または中止した工事に再び着手しよう

とするときは，あらかじめ，公共物使用届出書（様式第４号）を市長に提出しなければならない。 

２ 工事の実施方法は，次に掲げるところによらなければならない。 

(１) 工事のため公共物に損害を及ぼし，または及ぼすおそれのあるときは，市長に届け出てそ

の指示に従い，必要な措置を講ずること。 

(２) 道路の掘さくは，作業上支障のない限り，当日中に埋めもどし得る範囲に留めること。 

(３) 掘さく箇所には，深さ，地質等に応じて適当な土留工を施し，周囲の地盤のし緩防止のた

めに必要な措置を講ずること。 

(４) 前各号に掲げるもののほか，交通上の支障および公衆に迷惑を与えないよう必要な措置を

講じること。 

３ 許可を受けた者は，当該許可に係る工事を中止し，工事が完了し，または当該許可に係る行為

を廃止したときは，直ちに，公共物使用届出書（様式第４号）を市長に提出しなければならない。 

（原状回復） 

第８条 許可を受けた者は，条例第13条第１項の規定により，公共物を原状に回復したときは，市

長の検査を受けなければならない。 

２ 許可を受けた者が，原状回復の義務を怠ったときは，市においてこれを行い，それに要した費

用はすべて許可を受けた者の負担とする。 

（掘さくの復旧） 

第９条 掘さく箇所は，埋めもどしをして，交通に支障のないようにしなければならない。 

２ 埋めもどしを完了した公共物および公共物の附属物の復旧工事は市長が施工する。ただし，市

長は必要に応じて使用者に復旧させることができる。この場合，復旧に要する経費は使用者の負



3/10 

担とし，市の検査を受けなければならない。 

（復旧費の徴収） 

第10条 復旧工事の費用は，坂出市道路占用規則（昭和43年坂出市規則第10号）第18条の規定によ

り徴収する。 

（氏名等の変更の届出） 

第11条 許可を受けた者は，氏名もしくは名称または住所もしくは所在地に変更があったときは，

遅滞なく，公共物使用届出書（様式第４号）にその事実を証する書面を添付して市長に提出しな

ければならない。 

（地位の承継の届出） 

第12条 条例第12条第２項の規定による届出をしようとする者は，公共物使用届出書（様式第４号）

に地位の承継のあったことを証する書面を添付して市長に提出しなければならない。 

（委任） 

第13条 この規則に定めるもののほか，公共物の管理について必要な事項は，市長が別に定める。 

付 則 

この規則は，平成14年４月１日から施行する。 

付 則（平成16年４月１日規則第５号） 

この規則は，平成16年４月１日から施行する。 

付 則（平成23年３月31日規則第４号） 

この規則は，平成23年４月１日から施行し，第５条の規定による改正後の管理職手当表に関する

規則別表選挙管理委員会事務局の項の規定は，平成22年10月１日から適用する。 

付 則（平成30年３月30日規則第14号） 

この規則は，平成30年４月１日から施行する。 
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様式第１号（第２条，第４条関係） 
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様式第２号（第５条関係） 
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様式第３号（第６条関係） 
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様式第４号（第７条，第11条，第12条関係） 

 


